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第４章 災害に対する日ごろの備え 

地震等の被害を小さくするためには、日頃からの備えがなにより大切です。 

家族、個人で、また事業所等で「地域で、どのような大地震が起こりうるか」、「勤め先・通学

先などで、どのような災害が起こりうるか」、「どこへ避難するのか」「災害に対し、ふだんから、

どのような備えが必要か」を確認し、あらかじめ備えをしておきましょう。 

地域の人たちとも、ふだんからの備え、正確な情報の収集・共有、助け合いの避難行動につい

て、話し合っておくことも必要です。 

 

第６節 家庭で準備できること（自助） 

１． 家族で防災会議を開こう 

実際に災害が発生した時のことを想定して、各自ですべきことや避難方法、連絡方法など

を家族で話し合っておきます。 

（１） 家族との連絡方法や安否確認方法を決める 

大規模災害発生時には、一般電話や携帯電話の通話が制限されます。 

NTTの災害伝言ダイヤルや携帯電話の災害伝言板を活用して、家族や友人と連絡をとる方

法を決めておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～家族や友人等と安否確認する方法～ 

① 災害用伝言ダイヤル１７１ 

ＮＴＴ西日本（一般電話：音声） 

「１７１」をダイヤルし、ガイダンスにしたがって伝言を登録・再生できます。 

 

② 災害伝言板 

安否情報を登録すると、家族や友人が携帯電話やパソコンから確認できます。

詳しくは、各社のホームページなどをご覧ください。 

 

◇ 携帯電話 災害伝言板（メール） 

〈NTT ドコモ〉 http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi 

〈au〉http://dengon.ezweb.ne.jp/ 

〈ソフトバンクモバイル〉http://dengon.softbank.ne.jp/ 

〈ワイモバイル〉http://dengon.emnet.ne.jp/ 
 

◇ パソコン（テキスト、音声、画像） 

〈NTT 西日本〉「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」 

http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/ 

 

※ これらのサービスは、毎月1 日および15 日、正月三が日（1月1日正午～1月3日午後11 

時）、防災週間（8月30 日～9月5日）、防災とボランティア週間（1月15日～21日）に

体験利用できますので、災害発生時に備えて利用方法を事前に憶えておきましょう。 

http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/
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（２） 我が家の防災マップをつくる 

あらかじめ、家族が離ればなれになった時に落ち合う場所（学校など避難所、親せき･知人宅

など）を決めておきます。あわせて避難経路も確認します。 

➮ 西成区では小中学校等 24か所を災害時避難所として指定しています。【資料２】参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 家族一人ひとりの役割を決める 

家族で話し合って、日常の予防対策上の役割と、災害発生時の役割を決めておきます。 

また、高齢者や乳幼児などがいる場合は、保護担当者を決めておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ 火を消す・ガスの元栓を閉める。 

❏ 危険物を安全なところへ移す。 

❏ 扉を開けるなど、出入口を確保する。 

❏ 消火器、バケツなどを用意する。 

❏ 電気器具のコンセントを抜く 

❏ ラジオ、テレビなどで情報を確認する。 

❏ 必要な非常持ち出し品がそろっているか確認する。 

❏ ブレーカーを切る。 

❏ 後からもどった家族へ伝言を書いておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ 家の付近の危険な場所や避難場所を確認し、避難経路を確認しておく。 

❏ 避難経路は一つではなく、通行できない場合に備えて複数決める。 

❏ 地域の人たちとの一時的な集合場所、または一時避難場所（広場、公園、学校の

グラウンドなど）も確認しておく。 
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（４） 緊急連絡カードを用意する 

家族の避難場所や落ち合う場所、家族の連絡方法などを話し合い、決めたことは緊急連絡

カードに記入して携帯するようにします。自分自身の情報を記入しておくことで、緊急時に自

分自身の安全を守ることになります。また、ひとりで避難することに不安のある方は、災害時

に支援してくださる方にも写しを渡しておきましょう。 
 
 

 

 

 

  

 

❏ 名前・住所・電話番号・生年月日・血液型・連絡先など。 

❏ 持病、かかりつけの病院・所在地・電話番号、服用している薬の控え 

❏ デイサービスなど、日頃、利用する福祉施設や介護事業者など、支援を受けて

いる場合の控え。 
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２．家の安全対策  

（１） 家の内外の危険個所をチェック 

定期的に家の中や周囲をチェックしておきます。台風の場合などで、風雨が強まってから屋

根などの補強をするのは非常に危険。絶対にやめましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 家具の転倒・落下防止対策 

建物が無事でも家具が転倒すると、その下敷きになってケガをしたり、室内が散乱すること

により逃げ遅れる場合があります。家庭での被害を防ぎ、安全な逃げ道を確保するためにも、家

具や電化製品が転倒しないように固定したり、物が落下しないようにしたり、ガラスが割れて飛

散するのを防いだりするなどの「家具の転倒・落下防止対策」等を実践します。 
 
❏ 居間（リビング）・寝室など、日常、よく居る部屋の家具や家電製品を固定する。 

❏ 玄関や掃き出し窓までの脱出経路を考えて固定する。 

❏ 固定できない場合は、配置換えをする。 

 

（３） 家屋の耐震対策 

家屋の耐震診断、耐震補強などの対策をしましょう。家の強度に不安がある場合は専門家に調

べてもらう必要があります。特に、昭和 56 年（1981 年）5 月 31 日以前の旧耐震基準で建

てられた建物は、強度が不足している可能性があります。 

大阪市では、震災に強い街づくりをめざし、耐震診断・耐震改修費用の一部の補助を行なって

います。                   

➮ 大阪市民間老朽住宅建替支援事業「タテカエ・サポーティング２１」のホームページ 

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110352.html  

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000110352.html
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（４）地震における防火対策 

 

阪神淡路大震災後に発生した火災の原因で最も多かったのは電気機器関連（電気火災）で、次いで、

ガス・油等燃焼機器関連でした。 

地震後に発生した電気火災の多くは、避難中の留守宅などで送電回復に伴い発生した、いわゆる「通

電火災」が多く、避難時の電気ブレーカー遮断の必要性等が指摘されました。 

地震後の通電火災を防ぐため、感震ブレーカーの設置がすすめられています。 

一般的なブレーカー等は漏電には対応していますが、地震による火災対策には効力はありません。 

感震ブレーカーは、強い地震を検知した場合に自動的にブレーカーを落とすことで電気の供給を遮

断して電気が原因となる火災事故を防ぐいでくれます。 

 

【感震ブレーカーの種類】 

 

 

３． 非常持ち出し品と備蓄品を備えよう 

災害発生時にすぐに持ち出す「非常持ち出し品」と、災害から復旧するまでの数日間を支える

ため家庭に備えておく「非常備蓄品」を分けて用意しておきます。赤ちゃん用品や介護用品など

個人や家庭の事情に合わせた備えも検討しておきましょう。 

また、定期的に保存状態や消費期限等を点検して、新しいものに交換します。 

 

（１） 準備しておきたい非常持ち出し品 

「非常持ち出し品」は、避難時に最低限必要なものを準備します。家族構成を考えて必要な分

だけ用意し、いつでもすぐに持ち出せる場所に置いておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ １次の備え「非常持ち出し品」 

❏ 家庭や勤務先など、１日の多くを過ごす場所には「非常持ち出し品」を

備える 

❏ 被災の１日、命が安全なところに逃げる時にこれだけは持っていたい、

という最低限の備えに！（※さっと持ち出せて逃げられるコンパクトな

１バックで準備） 

❏ 合わせて、頭・足もとを守って逃げられる備えも必要。 

❏ どこに置く…？ 玄関・寝室…持ち出しやすいところに！車のトランク

に予備を置くのも良い。 

★ ０次の備え「いつでもケータイ！」 

「非常持ち出し品」として備えるものの中から、携帯ができそうなものは、

いつも使うバックなどに入れて、身につけてみましょう。いつどこで被災

するかわからない災害への安心感を持ち歩きます。 
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（２） 家庭に備えておくもの（非常備蓄品） 

非常時、ライフラインが途絶え、もしも助けの手が届かなかったとしても、災害発生後の数

日間は自給自足してしのげる物品を備蓄します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➮【参考資料②】「⓪いつもケータイ‣①非常持ち出し‣②安心ストック」チェックリスト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ ２次の備え「安心ストック」 

❏ 避難後に少し余裕がでてから安全を確認して自宅へ戻り持ち出したり、ライフラ

インが止まった家で、避難生活を過ごすことになるかもしれないときに、安心な

セットを考えよう。 

❏ キッチンや、押し入れ、ガレージ、物置などに、ケースにまとめ取り出しやすく、

持ち運びしやすく備蓄する。 

❏ 飲料・食品など消耗品は、少なくとも３日分以上（できれば１週間程度）備えたい。 

 


